
弁
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

仲
裁
機
関
の
指
定
（
第
一
条
）

第
一
章

仲
裁
機
関
の
指
定
（
第
一
条
）

第
二
章

弁
理
士
試
験
等

第
二
章

弁
理
士
試
験
（
第
二
条
〜
第
十
条
）

第
一
節

弁
理
士
試
験
（
第
二
条
〜
第
十
条
）

第
二
節

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
（
第
十
条
の
二
〜
第
十
条
の

十
）

第
三
章

登
録
（
第
十
一
条
〜
第
十
二
条
の
二
）

第
三
章

登
録
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
四
章

業
務
制
限
の
解
除
（
第
十
三
条
〜
第
十
六
条
）

第
四
章

業
務
制
限
の
解
除
（
第
十
三
条
〜
第
十
六
条
）

附
則

附
則

第
二
章

弁
理
士
試
験
等

第
二
章

弁
理
士
試
験

第
一
節

弁
理
士
試
験

第
二
条
・
第
三
条

(

略
）

第
二
条
・
第
三
条

（
略
）

（
試
験
の
免
除
）

（
試
験
の
免
除
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

二

技
術
士
で
あ
っ
て
、
前
条
の
表
の
上
欄
の
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

二

技
術
士
で
あ
っ
て
、
前
条
の
表
の
上
欄
の
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
科
目
に
つ
い
て
弁
理
士
試
験
の
筆
記
試
験
に
合

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
科
目
に
つ
い
て
弁
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
と

格
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る

同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者

当
該
科

者

当
該
科
目

目

三
〜
十

（
略
）

三
〜
十

（
略
）

第
五
条
〜
第
十
条

（
略
）

第
五
条
〜
第
十
条

（
略
）



第
二
節

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験

（
法
第
十
五
条
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
研
修
）

第
十
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
研
修
は
、
日

本
弁
理
士
会
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
義
及
び
演
習
に
よ
り
行

う
も
の
と
し
、
当
該
研
修
の
総
時
間
数
は
、
四
十
五
時
間
以
上
と
す
る
。

一

特
定
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

特
定
侵
害
訴
訟
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
定
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
書
面
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
倫
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
特
定
侵
害
訴
訟
に
関
し
必
要
な
事
項

第
十
条
の
三

日
本
弁
理
士
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
会
が
行
う
研
修

の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

日
本
弁
理
士
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
会
が
行
う
研
修
を
修
了
し

た
弁
理
士
に
対
し
、
修
了
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
）

第
十
条
の
四

法
第
十
六
条
の
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
は
、
民
法
、

民
事
訴
訟
法
そ
の
他
の
特
定
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

第
十
条
の
五

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
受

験
願
書
の
受
付
期
間
は
、
工
業
所
有
権
審
議
会
が
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め

官
報
で
公
告
す
る
。

（
受
験
願
書
等
）

第
十
条
の
六

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

工
業
所
有
権
審
議
会
の
定
め
る
様
式
の
受
験
願
書
に
写
真
及
び
日
本
弁
理



士
会
が
交
付
す
る
第
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
研
修
の
修
了
証
明
書

を
添
付
し
、
当
該
願
書
の
受
付
期
間
内
に
、
工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

受
験
願
書
に
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る

受
験
地
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
験
手
数
料
）

第
十
条
の
七

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
受
験
手
数
料
は
、
受
験
願
書
に
、
特
許
印
紙
を
は
っ

て
、
こ
れ
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
験
願
書
等
の
返
還
）

第
十
条
の
八

受
験
願
書
並
び
に
こ
れ
に
添
付
し
た
写
真
及
び
書
面
は
返
還

し
な
い
。

（
合
格
者
の
公
告
）

第
十
条
の
九

工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試

験
に
合
格
し
た
者
に
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授

与
す
る
ほ
か
、
そ
の
者
の
氏
名
を
官
報
で
公
告
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条
の
十

こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業

務
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
工
業
所
有
権
審
議
会
会
長
が
工
業
所
有

権
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付
記
）

第
十
二
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
付
記
申
請
書
は

、
日
本
弁
理
士
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

２

法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
登
録
番
号
と
す
る
。


